
※訂正があるときは、修正テープなどは使用せず、一重線を引いて訂正してください。 消えるボールペンやスタンプ印は使用しないでください。

届出日を記入して

下さい。

離婚届を提出する

時点の住民登録地

を記入してくださ

い。

※離婚届と同時に

住所変更や世帯分

離をする場合は新

住所を記入してく

ださい

住民票異動届の提出

も必要です。

裁判所を通さず、夫婦の話し合いで離婚する場合は

「協議離婚」にチェックしてください。

裁判所を通した場合は、裁判所が発行した謄本等に記

載の種別を選択してください。

戸籍の筆頭者でない方（婚姻の際、氏が変わった方）の離婚後の戸籍について記入し

てください。

🟠旧姓で婚姻直前の戸籍に戻る場合

☑夫又は妻は☑もとの戸籍に戻る を選択

🟠旧姓で新しい戸籍を作る場合

☑夫又は妻は☑新しい戸籍を作る を選択

🟠婚姻中の氏を使い続ける場合※

いずれもチェックせず、すべて空欄のまま

※離婚届と一緒に、「離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍法７７条の２の届）」

の提出が必要です。

協議離婚の場合、証人欄には

成人２名の署名が必要になります。


